
別図第一号(別表第3号14、35及び36関係) 

 1 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型

の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値 

 (1) インマルサツト船舶地球局 

 

     

 (2) インマルサツト携帯移動地球局 

 

     



 2 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトM型

の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値 

 

 (1) 標準同調範囲型の無線設備((3)に掲げるものを除く。) 

 

     

 (2) 限定同調範囲型の無線設備((3)に掲げるものを除く。) 

 

     



 (3) インマルサツト携帯移動地球局の無線設備 

 

     

 

 

 3 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型及びインマルサットF型、イ

ンマルサット船舶地球局のインマルサットF型並びに1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下

の周波数の電波を使用する航空機地球局(無線高速データ通信が可能なものに限る。)

の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値 

 

     



 4 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備のうちF1D電波を使

用するもののスプリアス発射の強度の許容値 

 

     


